
国立大学法人新潟大学（法人番号3110005001789）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

  ②  平２９年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

役員報酬の支給水準を設定するにあたっては，法人化移行前に適用されていた国家公務員指
定職俸給表（学長：指定職10号俸（現７号俸））の俸給月額等の国家公務員の給与水準を参考
とし，各年度の業績などを勘案して報酬を決定しているものである。なお，理事においては指定
職俸給表３号俸又は１号俸を，監事においては指定職俸給表１号俸の俸給月額等を参考とし
ている。
     ＜参考：国家公務員指定職俸給表俸給月額（平成29年４月１日）＞
　　　　　 ７号俸　1,107,000円
　　　　　 ３号俸     818,000円
    　     １号俸　   706,000円

本学が定める役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において，役員の本給等に，文部科学
省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する
貢献度を総合的に勘案して，100分の10の範囲内でこれを増額し，又は減額することができるこ
ととしている。

役員報酬支給基準は，月額及び期末特別手当から構成されている。月額については，役員給
与規則に則り，本給（1,104,000円）に通勤手当等を加算して算出している。期末特別手当につ
いても，役員給与規則に則り，本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月
額の合計額に，当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た
額を加算した額を基礎として，６月に支給する場合においては100分の155，12月に支給する場
合においては100分の175を乗じて得た額に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の
在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額としている。 なお，平成29年度では，国家公務
員の給与法の改正を参考とし，期末特別手当支給率の引上げ（年間3.25月分→3.30月分）及
び，地域手当の支給割合（2％→3％）の引上げを実施した。

役員報酬支給基準は，月額及び期末特別手当から構成されている。月額については，役員給
与規則に則り，本給（813,000円又は696,000円）に通勤手当等を加算して算出している。期末
特別手当についても，役員給与規則に則り，本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域
異動手当の月額の合計額に，当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25
を乗じて得た額を加算した額を基礎として，６月に支給する場合においては100分の155，12月
に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に，基準日以前６箇月以内の期間にお
けるその者の在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額としている。 なお，平成29年度で
は，国家公務員の給与法の改正を参考とし，期末特別手当支給率の引上げ（年間3.25月分→
3.30月分）及び，地域手当の支給割合の引上げ（2％→3％）を実施した。

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２９年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

役員報酬支給基準は本給月額のみであり，本給月額については役員給与規則に則り，
150,000円としている。 （平成29年度改定なし）

役員報酬支給基準は本給月額のみであり，本給月額については役員給与規則に則り，
300,000円としている。（平成29年度改正なし）

役員報酬支給基準は，月額及び期末特別手当から構成されている。月額については，役員給
与規則に則り，本給（696,000円）に通勤手当等を加算して算出している。期末特別手当につい
ても，役員給与規則に則り，本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額
の合計額に，当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た額を
加算した額を基礎として，６月に支給する場合においては100分の155，12月に支給する場合に
おいては100分の175を乗じて得た額に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職
期間の区分に応じた割合を乗じて得た額としている。 なお，平成29年度では，国家公務員の
給与法の改正を参考とし，期末特別手当支給率の引上げ（年間3.25月分→3.30月分）及び，地
域手当の支給割合の引上げ（2％→3％）を実施した。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成２９年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,059 13,248 5,414 397 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

14,059 9,756 3,987
293
24

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,121 9,756 3,987
293
85

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,121 9,756 3,987
293
85

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,689 1,626 0
49
14

（地域手当）
（通勤手当） 2月1日

千円 千円 千円 千円

1,793 1,626 0
49
4

114

（地域手当）
（通勤手当）
（広域異動手当）

2月1日 ※

千円 千円 千円 千円

12,264 8,130 3,848
244
42

（地域手当）
（通勤手当） 1月31日

千円 千円 千円 千円

10,759 6,960 3,413
209
174

（地域手当）
（通勤手当） 1月31日

千円 千円 千円 千円

12,571 8,352 3,551
251
418

（地域手当）
（広域異動手当）

◇

千円 千円 千円 千円

12,066 8,352 3,413
251
50

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,800 1,800 0 0

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

役名
その他（内容）

Ｇ理事

法人の長

A理事

B理事

Ｄ理事

前職

Ｃ理事

就任・退任の状況

Ｅ理事

Ｆ理事

Ｈ理事

Ｂ監事
（非常勤）

A監事
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

新潟大学は，「自律と創生」を全学の理念に掲げ，日本海側ラインの中心新潟に位置する大規
模総合大学として，環東アジア地域を基点に世界を見据え，教育と研究及び社会貢献を通じ
て，世界の平和と発展に寄与することを全学の目的とし，世界に誇れる教育と研究の拠点を構
築して，大規模総合大学の総合力を活かした学位プログラムに基づく教育を行い，広い教養と
確かな専門性を有した問題解決型人材育成や，国際社会のニーズに応えられる中核的人材
育成を，学長のリーダーシップの下で推進している。
そうした中で学長は，職員数約2,800人の法人の代表として，その業務を総理するとともに，校
務を司り，教職員を統督して，経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。
学長の年間報酬額19,059千円は，人数規模が同規模である民間企業の役員報酬額31,814千
円と比較した場合，それ以下であり，また，事務次官の年間給与額23,175千円と比べても，そ
れ以下となっている。
本学では，学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえ
て決定しているが，学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上のもので
ある。また，法人化移行前に学長が同じ指定職の号俸を適用されていた他の旧六医科大学（千
葉・金沢・岡山・長崎・熊本）の長の報酬水準（平成28年度平均19,444千円）と比較してもほぼ
同水準となっている。
こうした職務内容の特性や他の国立大学法人等との比較を踏まえると，学長の報酬水準は適
正であると考えられる。

理事は，学長を補佐して本学の業務を掌理し，学長に事故があるときはその職務を代理し，学
長が欠員のときはその職務を担っている。
理事の平均年間報酬額13,718千円は，人数規模が同規模である民間企業の役員報酬額
31,814千円と比較した場合，それ以下となっている。また，他の旧六医科大学の理事の報酬水
準（平成27年度平均14,405千円）と比較してもほぼ同水準となっている。
こうした職務内容の特性や他の国立大学法人等との比較を踏まえると，理事の報酬水準は適
正であると考えられる。

理事（非常勤）の報酬月額は300千円と規定しており，他の旧六医科大学の理事（非常勤）の本
給月額（平均232千円）とほぼ同水準の本給月額となっている。
職務内容の特性や他の国立大学法人等との比較を踏まえると，理事（非常勤）の報酬水準は
適正であると考えられる。

監事は，本学の業務を監査する職務を担っている。
監事の年間報酬額12,066千円は，人数規模が同規模である民間企業の役員報酬額31,814千
円と比較した場合，それ以下となっている。また，他の旧六医科大学の監事の報酬水準(平成
28年度平均11,903千円）と比較してもほぼ同水準となっている。
こうした職務内容の特性や他の国立大学法人等との比較を踏まえると，監事の報酬水準は適
正であると考えられる。
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　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成２９年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

1,914 1 10 H30.1.31 1.0

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

理事A

監事Ａ
（非常勤）

理事A
（非常勤）

監事A

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企業等と
の比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

法人での在職期間

監事（非常勤）の報酬月額は150千円と規定しており，他の旧六医科大学の監事（非常勤）の本
給月額（平均208千円）以下の本給月額となっている。
職務内容の特性や他の国立大学法人等との比較を踏まえると，監事（非常勤）の報酬水準は
適正であると考えられる。
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５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

期末特別手当の額について，文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及
びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案して，100分の10の範囲内でこれ
を増額し，又は減額することができることとしている。

法人の長

理事A

監事A
（非常勤）

判断理由

該当なし

当該理事は財務担当理事として、寄附を通じた学生の就学や国際交流への支援を行うたこと
を目的に発足した「新潟大学サポーター倶楽部」の会員拡大のため、学長と共に、積極的に
企業訪問を行い、大幅な会員の増加と寄附受入額の増加を実現した。
また、本学の財務構造をより分かりやすくするため、財源の性質やその使途を踏まえた予算編
成の見直しを行うと共に、予算の執行状況や新たな収入獲得の取り組み状況などを四半期毎
に学内に報告し、財務運営状況の透明化を図るなど、本学の運営に大きく貢献した。
当該理事の業務勘案率については、これらの担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価
委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、１．０と
決定した。

該当なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当なし

該当なし

理事Ａ
（非常勤）

監事A
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

〔能率，勤務成績が反映される給与の内容〕

　③　 給与制度の内容及び平成２９年度における主な改定内容

勤務成績が優秀な職員については，その者の従事する職務に応じた１級
上位の級に昇格させることができる。

昇給

職員が，現に受けている号給を受けるに至ったときから１２月を下らない期
間を良好な成績で勤務したときは，４号給（昇給特定職員については３号
給）を標準として８号給までの範囲内で上位の号給に昇給させることができ
る。

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

国からの運営費交付金を踏まえ，国家公務員の給与水準等を考慮し，決定することとしてい
る。

本学職員の給与（昇格，昇給及び勤勉手当）は，適正な評価を総合的に勘案し，決定すること
としている。

職員給与規程に則り，本給及び諸手当（本給の調整額，管理職手当，役職勤務手当，初任
給調整手当，扶養手当，地域手当，広域異動手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，特
地勤務手当，特地勤務手当に準ずる手当，超過勤務手当，夜勤手当，宿日直手当，期末手
当，勤勉手当，義務教育等教員特別手当，教職調整額，寒冷地手当，有資格職務手当，入
試業務手当等）としている。
期末手当については，期末手当基準額（本給＋本給の調整額＋教職調整額＋扶養手当＋
地域手当＋広域異動手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に，６月に支給する場合に
おいては100分の122.5，12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じ，さらに基準日
６箇月以内の期間における在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については，勤勉手当基準額（本給＋本給の調整額＋教職調整額＋地域手当＋
広域異動手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に，６月に支給する場合においては
100分の８５，12月に支給する場合においては100分の９５を乗じ，さらに基準日６箇月以内の
期間における勤務期間に応じた割合を乗じ，その上に職員の給与（諸手当）に関する細則に
定める成績率を乗じて得た額としている。
なお，平成２９年度では，国家公務員の給与法の改正を参考とし，以下の改正を行った。
　・平成２９年４月1日から本給月額の引上げ（若年層に重点を置いて，平均0.2％引上げ。）
　・期末・勤勉手当の支給月数の改正（年間4.３月分→4.４月分）
　・地域手当の支給割合の引上げ（２％→３％）

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に
対し，基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて，
それぞれ支給割合を決定する。

昇格
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2090 43.5 6,686 4,870 56 1,816
人 歳 千円 千円 千円 千円

433 43.3 5,762 4,247 84 1,515
人 歳 千円 千円 千円 千円

855 49.2 8,500 6,126 46 2,374
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

563 37.0 5,005 3,686 50 1,319
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 56.2 5,020 3,649 40 1,371
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 39.0 7,108 5,270 74 1,838
人 歳 千円 千円 千円 千円

67 41.0 7,075 5,237 64 1,838
人 歳 千円 千円 千円 千円

145 37.6 5,075 3,728 52 1,347
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 44.5 5,718 4,192 251 1,526

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 63.1 3,473 2,934 89 539
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.9 3,517 2,971 71 546
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

27 34.1 3,452 2,553 64 899
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 37.2 2,992 2,240 63 752
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 32.0 3,769 2,768 66 1,001

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

その他医療職種
（医療技術職員）

非常勤職員

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

再任用職員

事務・技術

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

区分 人員 平均年齢
平成２９年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与
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〔年俸制適用者〕

人 歳 千円 千円 千円 千円

120 49.4 9,289 9,289 42 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

120 49.4 9,289 9,289 42 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

175 42.2 4,901 4,901 67 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

175 42.2 4,901 4,901 67 0

注1：常勤職員については，在外職員，任期付職員，再任用職員及び年俸制職員を除く。
注2：「技能・労務職種」とは，調理師及び教務助手をいう。
注3：常勤職員の「教育職種（附属高校教員）」とは，特別支援学校教員をいう。
注4：常勤職員の「教育職種（附属義務教育学校教諭）」には，附属幼稚園教員を含む。
注5： 常勤職員の「その他医療職種（看護師）」，再任用職員の「技能・労務職種」及び「その他医療職種（医療技術
職員）」については，該当者が１人のため，当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから，人員以外は記載
していない。
注6： 「特任教員等」とは，本学がその配置を認めるプロジェクト（寄附講座及び寄附部門を含む。）において教育，研
究又は診療に専属的に従事する特任教員，並びに高度の専門的知識，経験又は識見を必要と認める業務に専属的
に従事する特任専門員及び特任専門職員をいう。
注7：在外職員及び任期付職員の区分については，該当者がいないため，表の掲載を省略した。

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

特任教員等

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

常勤職員
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② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下④まで同じ。

注２：年齢20～23歳の該当者は２名であるため，当該個人に関する情報が特定される恐れがあることか
ら，人数以外は表示していない。

(人) 

10



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 7 56.8 9,323

課長 27 54.8 8,172

課長補佐 49 53.8 7,298

係長 160 47.1 5,934

主任 94 38.4 5,024

係員 96 32.3 4,097

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 259 56.2 10,138

准教授 338 47.9 8,346

講師 62 46.5 7,887

助教 190 42.5 6,602

助手 5 52.1 6,491

教務職員 1

7,975～5,826

7,243～4,577

6,333～3,697

5,907～2,661

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

7,546～5,173

6,736～6,313

注：教務職員の該当者は1名のため，当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから，人員以外
は記載していない。

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

11,493～8,107

9,882～7,313

12,625～8,213

10,250～6,279

8,755～6,677

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグループ 人員

注：年齢28～31歳の該当者は４名であるため，当該個人に関する情報が特定される恐れがあることか
ら，平均給与額以外は表示していない。

千円

２人 ５人 
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（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 5 54.1 7,314

看護師長 32 52.8 6,548

副看護師長 71 48.3 6,006

看護師 454 33.8 4,647

④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

58.1 58.2 58.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.9 41.8 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 53.9～38.7 52.5～38.4 51.6～38.6

％ ％ ％

58.9 58.9 58.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.1 41.1 41.1

％ ％ ％

         最高～最低 43.7～37.5 43.3～37.4 43.5～37.5

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

55.3 55.3 55.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.7 44.7 44.7

％ ％ ％

         最高～最低 53.9～39.7 52.5～39.5 51.6～39.6

％ ％ ％

59.0 59.1 59.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.0 40.9 40.9

％ ％ ％

         最高～最低 50.3～38.3 49.1～38.1 49.7～38.2

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

注：看護部長の該当者は1名のため，当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから，人員以外
は記載していない。

賞与（平成２９年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

6,873～5,040

6,511～3,352

千円

年間給与額

（最高～最低）

7,726～6,615

6,966～5,868

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
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（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

58.0 58.3 58.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.0 41.7 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 43.7～38.5 43.3～38.4 43.4～38.5

％ ％ ％

58.6 58.6 58.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.4 41.4 41.4

％ ％ ％

         最高～最低 43.7～37.9 43.3～37.8 43.4～37.8

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 ８５.５
・年齢・地域勘案　　　　　　　 ９２.９
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 ８６.１
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 ９３.２
（参考）対他法人　　　　　　　　 ９７.６

（文部科学大臣の検証結果）

　給与水準の妥当性の
　検証

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めて
いただきたい。

（法人の検証結果）
本学と国家公務員の役職者の構成や年齢構成に違いはあるが，対国家公
務員（行政職（一））指数についても１００以下となっており，累積欠損もない
ことから，総合的に勘案して，給与水準は適正なものであると考える。

講ずる措置

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

今後も適正な給与水準となるよう管理を行っていきたい。

区分

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　３０．４％】
（国からの財政支出額　１８，４２４百万円，支出予算の総額　６０，５８３百万
円：平成29年度予算）
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　３１．３％】
（給与・報酬等支給総額　１６，９３７百万円，支出総額　５４，０９３百万円：平
成28年度決算）

内容

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

対国家公務員
指数の状況

２人 ５人 
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○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 ９９.５
・年齢・地域勘案　　　　　　　 ９８.７
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 ９８.３
・年齢・地域・学歴勘案　　　　 ９９.９
（参考）対他法人　　　　　　　　 ９８.４

教育職員（大学教員）との国家公務員との給与水準の比較指標　　　　９２．２

注：

４　モデル給与

（法人の検証結果）
本学と国家公務員の人員構成や年齢構成に違いはあるが，対国家公務員
（医療職（三））指数についても１００以下となっており，累積欠損もないこと
から，総合的に勘案して，給与水準は適正なものであると考える。

（文部科学大臣の検証結果）

講ずる措置 今後も適正な給与水準となるよう管理を行っていきたい。

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めて
いただきたい。

（事務・技術職員）
　○22歳（係員，大学卒１年目）
　　　月額：179,200円　　年間給与：2,679,000円
　○35歳（主任）
　　　月額：300,700円　　年間給与：4,996,000円
　○50歳（副課長）
　　　月額：421,400円　　年間給与：6,870,000円

（教育職員（大学教員））
　○27歳（助教，博士課程修了１年目）
　　　月額：297,000円　　年間給与：4,440,000円
　○35歳（助教）
　　　月額：335,000円　　年間給与：5,567,000円
　○50歳（准教授）
　　　月額：452,800円　　年間給与：7,621,000円

※　扶養親族がいる場合には，扶養手当（配偶者 月額10,000円，子1人につき 月額8,000円
（16歳年度初め～22歳年度末までの子には月額5,000円を加算）を支給

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

なお，平成１９年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成１５年度の教育職（一））との
給与水準（年額）の比較指標である。

項目 内容

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　３０．４％】
（国からの財政支出額　１８，４２４百万円，支出予算の総額　６０，５８３百万
円：平成29年度予算）
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　３１．３％】
（給与・報酬等支給総額　１６，９３７百万円，支出総額　５４，０９３百万円：平
成28年度決算）

注：国家公務員モデル給与例に準じ，モデル給与例の月額及び年間給与は，本給，管理職手当及び地域手当を基
礎に算出。
　・管理職手当（上記の職については，不支給。（0円））
　・地域手当（3％）　ただし，22歳事務・技術職員については除く。
　・国家公務員モデル給与例には「本府省業務調整手当」が含まれているが，本学において該当する手当はなし。

　給与水準の妥当性の
　検証

上記比較指標は，法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に，平成２８年
度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
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５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成28年
度

平成29年
度

平成30年
度

平成31年
度

平成32年
度

平成33年
度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 0 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

１　比較増△減額について 

　①　給与，報酬等支給総額（A)の増△減額の要因（対前年度比　68,464千円） 

　②　退職手当支給額（B)の増△減額の要因（対前年度比　155,349千円）      

　③　非常勤役職員等給与（C)の増△減額の要因（対前年度比　140,524千円） 

　④　福利厚生費（D)の増△減額の要因（対前年度比　67,140千円） 

　　　・給与，報酬等支給額が増加したことによるもの。

２　退職手当について

３　その他　　　

　 本表と財務諸表における附属明細書（（18）役員及び教職員の給与の明細）について

       「非常勤役職員等給与」においては，受託研究費その他競争的資金等により雇用される職

       員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，財務諸表附属明細書の

       「（18）役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

Ⅳ　その他

特になし

非常勤役職員等給与
7,173,591 7,314,115

退職手当支給額
1,076,891 1,232,240

給与、報酬等支給総額
16,937,045

区　　分

0
最広義人件費

28,540,747 28,972,224 0 0 0

福利厚生費
3,353,220 3,420,360

17,005,509

　　　 ・国家公務員の給与法の改正を参考とし，本給月額及び期末勤勉手当の支給割合を引
　　き上げたこと，及び地域手当支給割合を引き上げたことによるもの。

　　　 ・国家公務員の給与法の改正を参考とし，本給月額及び期末勤勉手当の支給割合を引
　　き上げたこと，及び地域手当支給割合を引き上げたことによるもの。

　　　 ・定年退職者及び早期退職者の増加によるもの。

　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき，
　平成30年1月1日から以下の措置を講ずることとした。

　　　役職員の退職手当について，国家公務員の退職手当法の改正に準じて，本学退職手当
　　規程において定められている調整率を「87/100」→「83.7/100」に引き下げた。

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

業績等を適切に評価し，その結果を給与に反映させるために，一部の大学教育職員に年俸制
を導入し，業績給については前年度の業績評価結果に応じて，基準額から業績給増減額を増
減した額に決定することとしている。
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